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世
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叡
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侶
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団
に
見
ら
れ
る
善
と
悪

蓑

輪

顕

量

愛
知
学
院
大
学

は

じ

め

に

戒
律
を
善
と
悪
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
戒
律
は
教
団
の
規
則
を
中
心
に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、

基
本
的
に
は
イ
ン
ド
の
世
界
観
の
中
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
価
値
観
も
イ
ン
ド
的
で
あ
り
、
浄
・
不
浄
で
計
ら
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
が
興
隆
す
る
に
従
い
、
戒
律
の
中
に
も
十
善
戒
な
る
も
の
が
成
立
し
た
。
こ
の
十
善
戒
は
、
そ
の
名

称
の
中
に

善

と
い
う
語
が
入
っ
て
い
る
よ
う
に
、

善
と
悪

と
い
う
価
値
観
と
の
関
連
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
乗
戒
と

い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

善
と
悪

も
、
戒
律
に
関
す
る
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
逆
に
言
え
ば
、

善
と
悪

と
い
う
観
点
か
ら

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
大
乗
の
戒
が
初
期
の
戒
と
は
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
よ
う
。

さ
て
、
本
拙
論
で
は
、
日
本
の
中
世
の
時
代
、
戒
律
の
復
興
に
尽
力
し
、
や
が
て
大
き
な
勢
力
を
築
い
て
い
く
、
律
宗
の
門
侶
集
団
の

中
に
見
ら
れ
る

善
と
悪

に
つ
い
て

察
を
試
み
る
。
な
お
、
中
世
の
律
宗
と
は
、
十
三
世
紀
の
初
頭
に
興
福
寺
出
身
の
覚
盛
（1194

1249

）
に
よ
っ
て
理
論
的
に
指
導
さ
れ
、
同
門
の
叡
尊
（1201

1290

）
に
よ
っ
て
大
き
く
発
展
さ
せ
ら
れ
た
一
派
で
あ
る
。
奈
良
に
お
い
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て
は
、
中
世
の
時
代
、
律
宗
の
拠
点
と
し
て
唐
招
提
寺
、
西
大
寺
、
東
大
寺
戒
壇
院
の
三
カ
所
が
存
在
し
た
。
覚
盛
は
唐
招
提
寺
を
中
心

に
活
躍
し
、
叡
尊
は
西
大
寺
を
中
心
に
活
躍
し
、
特
に
叡
尊
の
門
流
は
大
き
く
発
展
し
、
西
大
寺
流
と
し
て
特
異
な
一
門
を
形
成
す
る
こ

と
に
な
る
。
覚
盛
の
唐
招
提
寺
流
が
あ
ま
り
大
き
く
発
展
し
な
か
っ
た
の
に
比
し
て
、
対
照
的
に
大
き
な
展
開
を
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
宗
派
化
の
動
き
は
、
十
三
世
紀
の
後
半
頃
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
、
十
四
世
紀
の
初
頭
に
な
る
と
、
教
学
的
に
も
相
違
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
自
他
共
に
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

１
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
西
大
寺
流
に
お
け
る

善
と
悪

と
に
つ
い
て
私
見
を

述
べ
て
み
た
い
。
検
討
の
対
象
は
、
叡
尊
よ
り
次
の
世
代
の
僧
侶
に
よ
る
著
作
を
中
心
と
す
る
。

一

菩
薩
戒
問
答
洞
義
抄

に
み
る
善
と
悪

そ
れ
で
は
ま
ず
西
大
寺
沙
門
英
心
（1289

1354

）
の
著
作
し
た

菩
薩
戒
問
答
洞
義
抄

（
以
降

洞
義
抄

）
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

本
書
は
、
徳
治
三
年
（1308

）、
四
五
歳
の
時
に
述
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

第
一
門
正
明
別
脱

に
次
の
よ
う
に
全
体
の
構
成
が
示
さ
れ
る
。

将
釈

菩
薩
戒

略
有

二
門

第
一
総
明

菩
薩
戒
相

第
二
別
破

諸
宗
邪
見

第
一
門
有

三
。
初
明

別
解
脱
戒

二
明

総
脱

戒

三
明

総
別
不
同

初
中
有

四
。
初
正
明
別
脱
戒

二
兼
明

表
無
表
異

三
則
明

新
古
戒
体

四
明

転
成
無
漏
義

第
二

門
有

四
。
初
破

真
言
末
学
邪
倒

二
除

浄
土
宗
悪
見

三
遣

天
台
宗
非
義

四
催

悪
禅
邪
情

（

日
蔵

69,
289b

1
6

）

律
宗
の
文
献
の
中
で
は
、
善
悪
は
十
善
戒
に
関
し
て
多
く
言
及
さ
れ
る
。
十
善
と
は
、
一
般
に
身
三
・
口
四
・
意
三
に
分
け
ら
れ
、
身

三
は
、
不
殺
生
・
不

盗
・
不
邪
淫
を
言
い
、
口
四
は
不
妄
語
・
不
両
舌
・
不
悪
口
・
不
綺
語
を
、
意
三
は
、
不
貪
欲
・
不
瞋
恚
・
不
邪

見
の
三
つ
を
言
う
。
こ
れ
ら
の
禁
止
さ
れ
た
行
為
を
行
う
こ
と
が
悪
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
善
悪
の
問
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題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
中
世
の
律
宗
の
特
徴
に
な
る
通
別
二
受
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

通
受
は
三
聚
浄
戒

磨
に
よ
り
具
足
戒
を
受
戒
す
る
こ
と
、
別
受
は
白
四

磨
に
よ
り
具
足
戒
を
受
戒
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
具
足
戒
の
受
戒
方
軌
の
存
在
を
是
認
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
中
世
の
戒
律
復
興
の
特
徴
が
存
在

２
す
る
。
さ
て
、
次
の
箇
所
は
こ
の
通
別
二

受
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。

又
問
、
何
故
倶
大
乗
戒
、
通
勝
別
劣
。

答
曰
、
通
受
三
業
通
防
故
。
唯
局

大
乗

故
。
別
受
返
上
故
、
優
劣
不

同
、
乃
至
三
義
。
学
者
各
有

其
謂

更
尋
。

（

日
蔵

69,
301a

12
14

）

通
別
二
受
と
も
に
大
乗
の
戒
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
通
受
が
勝
れ
別
受
は
劣
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
受

戒
に
関
す
る
様
々
な
点
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
、

表
無
表

と
い
う
視
点
で
も
相
違
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。

問
曰
、
就

通
別
二
受

無
表
有

差
別

否
。

答
曰
、
爾
也
。
別
受
三
乗
共
戒
故
。
無
表
則
七
支
。
小
乗
不

制
意
地

故
。
章
曰
、
其

尼
戒
、
唯
有

身
三
語
四
七
支
律

儀

等
心
意
楽
普
遮

色
性
罪

故
。〔
乃
至
〕
其
勤
策
勤
策
女
及
正
学
近
事
近
住
、
皆
唯
四
支
。
身
三
語
一
。
謂
不
妄
語
法
、

令

其
漸
学

意
楽
未

普
、
更
不

受

多
。
此
四
性
戒
、
余
為

防

此
、
非

別
有
体

〔
私
曰
、
南
山
大
師
、
七
衆
倶
戒
体
同
。
慈

恩
大
師
、
為

分

有
願
無
願

四
七
不
同
。〕
通
受
大
乗
戒
不
共
戒
故
、
無
表
則
十
支
。
大
乗
以

意
地

為

本
故
。

（

日
蔵

69,
297a

11
b
1

）

こ
の
箇
所
も
、
通
別
二
受
と
身
口
意
三
業
と
の
関
係
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
通
受
の
場
合
は
身
口
意
の
三
業
に
渡
る
と
し
、
別
受
は

身
口
の
二
業
に
渡
る
の
み
だ
と
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
両
者
の
相
違
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

中
世
初
期
叡
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門
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れ
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（
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）
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さ
て
、
通
別
二
受
と
善
悪
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
る
箇
所
が
次
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
。

問
曰
、
通
受
防

十
支

就
戒
有

三
聚

若
爾
、
三
聚
各
各
具

十
支

将
亦
以

十
支

配

当
三
聚

否
。

答
曰
、
若
依

相
伝
義

以

十
支

配

当
三
聚

摂
律
儀
則
七
衆
戒
。
彼
戒
以

七
支

為

無
表

故
、
以

前
七

為

摂
律
儀
無
表

言

悪
時
、
身
語
勝
故
。
摂
善
摂
生
、
以

後
三

為

無
表

言

善
時
、
意
地
勝
故
。
（

日
蔵

69,
297b

3
7

）

ま
ず
こ
の
箇
所
で
は
、
十
支
（
十
善
戒
を
指
す
）
と
三
聚
の
関
係
が
議
論
さ
れ
る
。
三
聚
が
そ
れ
ぞ
れ
十
支
を
具
す
る
の
か
、
あ
る
い

は
十
支
の
そ
れ
ぞ
れ
が
三
聚
に
配
当
さ
れ
る
の
か
と
の
質
問
に
対
し
、

相
伝
義

に
よ
っ
て
答
え
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
戒
条
の
一
つ

が
三
聚
の
中
の
ど
れ
に
当
て
嵌
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
つ
の
戒
条
が
三
聚
の
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
る
。
な

お
、

相
伝
義

と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
叡
尊
か
ら
の
相
伝
で
あ
ろ
う
と

え
る
。
さ
て
、
悪
と
言
う
と
き
に
は
身
語
が

勝
っ
て
い
る
と
し
、
摂
善
法
戒
、
摂
衆
生
戒
と
い
う
時
に
は
後
三
、
即
ち
十
善
戒
の
内
の
後
半
の
三
つ
の
戒
を
無
表
戒
と
し
、
善
と
い
う

時
に
は
意
地
が
勝
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
悪
が
具
体
的
に
他
者
か
ら
観
察
し
て
そ
れ
と
分
か
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
次
の
記
述
に
も
善
悪
に
関
わ
る
言
及
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
問
答
は
無
表
に
差
別
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

問
曰
、
就

無
表

有

種
類
差
別

否
。

答
曰
、
有
義
、
倶
防

悪
無
表
。
摂
善
摂
生
戒
、
以

後
二
障

為

戒
故
、
三
聚
倶
防
悪
。
若
依

相
承
義

就

無
表

有

二
種

一

防
悪
。
二
発
善
。
章
曰
、
其
別
解
脱
律
儀
及
処
中
一
分
無
表
。
以

善
思
種
子
上
有
防
身
語
悪
戒
功
能
及
身
語
善
戒
功
能

為

体

〔
已
上
〕。
故
知
、
発
善
防
悪
二
種
無
表
。
（

日
蔵

69,
297b

8
13

）

こ
こ
に
も

相
承
義

な
る
言
葉
が
登
場
す
る
。
叡
尊
の

え
を
継
承
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
及
が
存
在

中
世
初
期
叡
尊
門
侶
集
団
に
見
ら
れ
る
善
と
悪
（
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す
る
こ
と
自
体
、
律
宗
の
内
部
に
宗
派
化
が
進
ん
だ
こ
と
を
物
語
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
箇
所
で
は
、
無
表
に
二
種
類
が
あ
る
と
し
て
、
防
悪
と
発
善
と
の
効
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。

章
曰

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

章
と
は
、
慈
恩
基
の

表
無
表
章

で
あ
る
。
ま
た
、
十
善
戒
と
の
関
連
で
善
悪
が
言
及
さ
れ
る
も
の
が
、
次
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
。

問
曰
、
就

無
表

有

二
種

方
始
知

之
、
未

知

十
支
無
表

二
種
中
何
。

答
曰
、
依

相
承
義

有

二
不

同
。
一
義
曰
、
十
支
倶
防

悪
也
。
発
善
、
彼
上
総

得
之

一
義
曰
、
前
七
防

悪
、
後
三
発

善

〔
已
上
二
義
、
何
倶
相
伝
義
。
任

情
取
捨
。
但
初
御
義
、
猶
以
甚
深
。
別
受
通
受
、
倶
亘

無

差
別

故
。〕
（

日
蔵

69,
297b

14
17

）

こ
こ
で
も

依
相
承
義

と
し
て
二
種
を
挙
げ
、
一
つ
に
は
十
支
は
共
に
悪
を
防
ぐ
も
の
で
、
善
を
発
す
こ
と
は
そ
の
上
に
総
得
さ
れ

る
の
だ
と
述
べ
、
も
う
一
つ
の
義
で
は
、
前
の
七
支
が
悪
を
防
ぎ
、
後
の
三
支
が
善
を
発
す
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
異
な
る
二
義
を
共
に

挙
げ
な
が
ら
是
認
す
る
と
こ
ろ
は
不
徹
底
の
誹
り
を
免
れ
な
い
が
、
悪
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
善
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る

点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
ま
た
次
の
問
答
は
、
戒
の
対
象
（
戒
の
境
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
曰
、
別
受
戒
三
乗
共
戒
故
、
軌
則
作
法
、
専
与

彼
同
。
故
及

論

支
数

倶
発

七
支

何
至

戒
境

有

不
同

者
。

答
、
此
難
不

斉
。
十
悪
大
小
倶
知
。
小
乗
、
意
楽
劣
故
不

制

意
業

故
戒
体
同

七
支

戒
境
所

計
不
同
。
小
乗
計

一
大
三
千

界
外
無

世
界

彼
若

不
可
説

彼
戒
境
亦
不
可
説
。
（

日
蔵

69,
298a

17
b
3

）

戒
境
に
不
同
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
質
問
に
対
し
て
は
、
十
悪
は
大
乗
小
乗
と
も
に
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
小
乗
で
は
意
楽
が
劣

っ
て
い
る
の
で
意
業
を
制
し
て
い
な
い
、
戒
体
は
七
支
に
同
じ
で
あ
る
が
、
戒
境
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
は
な
い
と
し
て
解
釈
す
る
。

な
お
戒
体
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
述
に
関
連
す
る
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
。

第
三
明
戒
体
者
…
…
。
上
来
三
家
戒
体
略
如

此
。
依

相
伝
義

以

新
家

為

本
。
学
者
更
尋
。
（

日
蔵

69,
299a

17
b
1

）

中
世
初
期
叡
尊
門
侶
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に
見
ら
れ
る
善
と
悪
（
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相
伝
の
義
と
し
て
新
家
が
正
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
い
だ
せ
る
。
西
大
寺
流
で
は
、
戒
体
等
に
つ
い
て
も

新
家

（
法
相
慈
恩
家
あ
る
い
は

資
持
記

を
用
い
る
こ
と
を
指
す
と

え
ら
れ
る
）
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

善

悪

の

種

類

次
に
善
悪
の
基
準
と
い
う
視
点
を
設
定
し
、
同
じ
く
十
善
戒
に
関
わ
る
記
事
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
二
門

諸
宗
の
末
学
の
邪

見
を
破
す

の
冒
頭
部
分
に
、
弘
法
大
師
空
海
の

御
遺
誡

の
文
章
で
あ
る

如
是
諸
戒
十
善
為

本
。
所
謂
十
善
者
、
身
三
語
四
意

三
也
。
（

日
蔵

69,
302b

16
17

）
の
記
述
を
根
拠
に
、
諸
戒
は
十
善
戒
を
根
本
と
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
た
十
善
戒
と
三
昧

耶
戒
と
の
関
係
も
言
及
さ
れ
る
。
次
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

問
曰
、
以

戒
不

為

閑
務

但
自
持

三
昧
耶
戒

上
、
何
持

顕
教
諸
戒

蓋
此
謂
也
〔
云
々
〕。
答
曰
、
若
実
持

三
昧
耶
戒

不

融

三
業
非

非

無

謗

顕
戒

諒
如

所
責

但
身
行

十
悪

口
言

持

三
昧
耶
戒

如

是
之
名
、
豈
名

仏
子

（
中
略
）

言
行
相
違
、
誠
是
仏
法
羅
刹
。
（

日
蔵

69,
303a

10
14

）

抽
象
的
な
三
昧
耶
戒
に
対
し
比
較
的
具
体
的
な
十
善
戒
を
出
す
こ
と
で
、
僧
侶
の
実
際
の
行
為
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
て

い
る
点
が
見
ら
れ
る
。
身
口
意
の
三
業
に
十
悪
を
行
っ
て
も
、
口
に
三
昧
耶
戒
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
良
い
と
す
る
よ
う
な
見
解
は
、
明
確

に
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
浄
土
教
と
の
関
連
か
ら
な
さ
れ
た
戒
に
対
す
る
見
解
も
見
え
る
。

第
二
浄
土
宗
悪
見
者
、
問
曰
、
世
有

不
学
愚
痴
浄
土
宗
者

若
人
恣
造

衆
罪

口
誦

名
号

諸
悪
悉
除
尽
、
故
作

罪
都
無

過
失

（
中
略
）
故
不

可

持

戒
。
持
戒
是
往
生
障
。（
中
略
）
此
義
云
何
。（
以
降
、
略
）
（

日
蔵

69,
303b

9
11

）

答
曰
、（
中
略
）
又
広
懺
悔
文
具

十
悪

永
断

相
続

繁
故
略

之
。
如

是
説
文
、
散
在

経
釈

当
以

此
文

以
驚

邪
情

中
世
初
期
叡
尊
門
侶
集
団
に
見
ら
れ
る
善
と
悪
（
蓑
輪
顕
量
）

九
六



戒
是
往
生
障
、
以

前
諸
文

何
消

之
。
如

諸
文
無
戒

翻
往
生
障
見
。
為

免

己
非

勿

謗

正
法

如

四
十
八
願

除

誹
謗

正
法
之
罪
人

如

上
中
中

臨
終
化
仏
、
讃

受
持
禁
戒
之
善
人

経
釈
倶
分
明
。
邪
情
宜

捨

。
（

日
蔵

69,
305a

11
16

）

此
の
所
に
登
場
す
る
浄
土
宗
の
者
と
は
、
口
に
名
号
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
諸
悪
は
悉
く
除
か
れ
、
罪
を
な
し
て
も
過
失
は
無
い
と
す
る
、

所
謂
本
願
誇
り
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
解
答
の
中
で
、
阿
弥
陀
の
本
願
で
も

誹
謗
正
法
之
罪
人

を
除
く
こ
と
が
明
示
さ

れ
、

受
持
禁
戒
之
善
人

が
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
箇
所
に
興
味
深
い
記
述
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
善
に
種
類
が
あ
る
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
該
当
個
所
を
引
用
し
よ
う
。

又
難
曰
、
戒
非

小
法

而
是
世
善
。
以

何
知

然
。
往
生
十
因
云
、
一
日
一
夜
持

八
斎
戒

持

沙
弥
戒

此
等
世
善
、
尚
得

往

生

〔
云
々
〕。
戒
法
則
世
善
。
此
文
、
将
明
。

答
曰
、
此
文
無

違
。
凡
就
戒
有

種
々
別

若
有

種
々
別

若
期

人
天

持

五
戒
等

是
名

世
善

若
願

三
乗
聖
道

持

之
、

諸
戒
則
非

世
善

〔
是
一
重
〕。
又
雖

願

三
乗
聖
道

若
住

有
相

受

持
之

則
名

世
善

若
離

執
心

則
非

世
善

（
中
略
）

雖

何
出
世
善

権
実
相
望
、
豈
無

別
。
又
雖

六
度

倶
非

世
善

若
離

般
若
智

前
五
波
羅
蜜
、
皆
名

世
福

大
乗
猶
以
如

是
。
小
乗
豈
非

世
善

（

日
蔵

69,
306a

8
b
4

）

如
南
山
大
師
就

戒
立

三
門

第
一
凡
福
行
。
第
二
凡
罪
行
。
第
三
行
聖
行
。（
中
略
）
勝
他
名
聞
貪
着
利
養
号

凡
罪

故
知
、

世
善
語
、
不

通

一
切

又
和
尚
三
福
業
下
云
、
第
一
福
是
世
俗
善
。〔
乃
至
〕
第
二
福
者
、
此
名

戒
善

〔
云
々
〕
疏
第
一
世
善
上
、

立

第
二
戒
善

故
知
、
一
切
戒
非

世
善

何
由

近
代
十
因

捨

上
古
判
文

（

日
蔵

69,
306b

9
15

）

善
に
も
世
善
と
出
世
善
（
出
世
間
善
）
と
の
二
つ
の
類
型
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
世
善
の
由
縁

は
、

若
し
人
天
を
期
し
て
五
戒
等
を
持
て
ば
、
世
善

三
乗
の
聖
道
を
願
っ
て
持
て
ば
、
世
善
に
非
ず

と
あ
る
こ
と
か
ら

え
て
、

中
世
初
期
叡
尊
門
侶
集
団
に
見
ら
れ
る
善
と
悪
（
蓑
輪
顕
量
）
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そ
の
期
待
の
結
果
に
応
じ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
乗
聖
道
で
あ
っ
て
も
有
相
に
住
し
て
持
て
ば
世
善
、
無
相
に
住
し
て
持
て
ば
世

善
で
は
な
い
、
と
あ
る
か
ら
、
結
局
は
持
者
の
心
中
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
様
に
世
善
の
規
定
を
窺
わ

せ
る
記
述
が
、
第
四
の
禅
宗
に
対
す
る
批
判
の
中
に
も
見
て
取
れ
る
。
該
当
個
所
を
引
用
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
四
催
悪
邪
禅
者
、
問
曰
、
禅
宗
学
者
問
難
曰
、
律
是
小
乗
、（
中
略
）
持
戒
得

生
天

布
施
得

福
報

生
仏
終
不

得
也
。
此

問
云
何
。
答
曰
、（
中
略
）
世
善
者
則
有
相
之
善
、
得

人
天
之
報

故
言

世
善

（

日
蔵

69,
309a

6
7

）

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、

世
善

と

出
世
善

と
の
新
た
な
分
類
が
登
場
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
分
類
の

有
り
様
は
、
法
相
教
学
を
支
え
る
経
論
の
中
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

倶
舎
論

巻
十
八
に
は

第
一
有

異
熟
果

思
。
於

世
善
中

為

最
大
果

（
大
正

31,
94b

16

）
と
の
記
述
が
見
え
、

成
唯
識
論

巻
六
に
も

信
有
能

と
し
て

謂

於
一
切

世
出
世
善

（
大
正

31,
29b

26

）
と
の
記
述
が
見
出
さ
せ
る
。
一
般
に
無
漏
善
は
出
世
善
、
有
漏
善
は
世
善
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う

な
発
想
を
根
底
に
据
え
て
い
る
も
の
と
推
定
す
る
。

さ
ら
に
は

成
唯
識
論

巻
九
に
は

或
出
世
名
、
依

二
義

立
。
謂
体
無
漏
及
証

真
如

此
智
具

斯
二
種
義

故
、
独
名

出
世

（
大
正31,

50c26
28

）
と
の
出
世
に
関
す
る
定
義
が
見
い
だ
せ
る
の
も
、
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
記
述
か
ら

察
す
れ
ば
、
中
世
の
律
宗
、
特
に
西
大
寺
門
流
の
中
に
、
善
の
理
解
に
関
し
て
、
世
間
の
善
と
出
世
間
の
善
と
い

う
二
種
類
の
分
類
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
世
善
は
人
天
の
果
報
に
繫
が
る
も
の
、
出
世
間
の
善
は
、
正
覚
に
繫
が

る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
法
相
唯
識
教
学
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。 中

世
初
期
叡
尊
門
侶
集
団
に
見
ら
れ
る
善
と
悪
（
蓑
輪
顕
量
）

九
八



三

善

悪

の

基

準

何
故
に
悪
で
あ
る
の
か

次
に
何
故
に
悪
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら

え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
善
と
悪
と
定
め
ら
れ
る
の
は
、
何
を
基
準
と
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
出
発
し
て
み
よ
う
。
参

に
な
る
の
は
ま
ず

成
唯
識
論

巻
五
の

能
為

此
世
他
世

順
益

故
名
為

善
。
人
天
楽
果
、
雖

於
此
世
能
為

順
益

非

於
他
世

故
名

不
善

能
為

此
世
他
世
違
損

故
名

不
善

悪
趣
苦

果
、
雖

於
此
世
能
為

違
損

非

於
他
世

故
非

不
善

（
大
正

31,
26b

12
15

）
と
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
概
し
て
此
世
、
他
世
に
お
け

る
順
益
に
な
る
も
の
が
善
、
な
ら
な
い
も
の
が
悪
と
定
義
づ
け
ら
れ
、
ま
た
仏
果
に
至
れ
る
か
ど
う
か
で
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
。
で
は
こ
れ
以
外
に
、
善
悪
の
判
定
基
準
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
眺
め
た
場
合
、
同
じ
く
叡
尊
の
門
侶
集
団
（
即
ち
西
大
寺
流
に
属
す
る
）
の
一
員
に
な
る
西
大
寺
定
泉
（1273

1312

）
の

三
聚
四
字
鈔

に
興
味
深
い
記
述
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
聚
四
字
鈔

は
、
彼
が
正
和
元
年
（1312

）
の
頃
、
西
大

寺
の
立
場
か
ら
唐
招
提
寺
流
の
戒
律
理
解
を
批
判
す
る
意
図
の
も
と
に
述
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

修

身
口
意
十
種
善
法

是

名

受
菩
薩
戒

（

日
蔵

69,
259b

9
10

）
と
あ
る
記
述
か
ら

察
す
れ
ば
、
定
泉
の
場
合
も
十
善
戒
を
重
視
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。

問
、
所

挙
自
息
悪
戒
、
欲

前
七
衆
別
脱

故
、
且
説

七
衆

実
亦
可

律
儀

也
。
問
、
七
衆
戒
与

菩
薩
戒

行
相
別
。
相
貌
如

何
。
又
設
雖

形
相
別

欲

顕

此
別

本
論
理
致
如
何
。
答
、
七
衆
別
解
脱
戒
、
五
篇
七
聚
戒
相
、
分

品
。
在
家
出
家
、
階
級
別

位
。
断

人
命

波
羅
夷
、
断

畜
生
命

波
逸
提
、
過

五
銭

重
、
減

五
銭

蘭
遮
、
大
妄
語
重
、
小
妄
語
波
逸
提
。
此
偏
断
悪
為

本
、
不

依

孝
順
慈
悲

随

心
境
重
軽

分

篇
聚
階
級

（

日
蔵

69,
260b

6
12

）

中
世
初
期
叡
尊
門
侶
集
団
に
見
ら
れ
る
善
と
悪
（
蓑
輪
顕
量
）
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こ
こ
で
重
要
な
も
の
は
、

此
れ
偏
に
断
悪
を
本
と
す
、
畜
生
命
を
断
ず
る
は
波
逸
提
な
り

な
ど
の
記
述
の
後
に
、

此
れ
は
偏
え
に

断
悪
を
本
と
為
し
、
孝
順
慈
悲
に
依
ら
ず
、
心
境
の
重
軽
に
随
い
て
、
篇
聚
階
級
を
分
か
つ

と
あ
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悪
と
規

定
す
る
原
理
が
、
孝
順
慈
悲
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
記
述
は
、
次
の
箇
所
か
ら
も
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
。

妄
語
戒
大
妄
小
妄
、
同
得

重
称

淫
欲

自
作
媒
他
等

制

夷
罪

此
偏
偏
慈
悲
為

本
、
孝
順
為

源
、
不

依

境
軽
重
・
心

浅
深

罪
唯
為

二
聚

為

頓
大
機

三
世
制

之
。
讃
毀
已
下
四
戒
、
専
意
地
為

本
、
為

修
善
利
生
障

制

之
。
規
則
規
範
不

前
、
孝
順
慈
悲
為

懐
故
。
（

日
蔵

69,
261a

1
5

）

文
中
の

此
れ
は
偏
偏
に
慈
悲
を
本
と
為
し
、
孝
順
を
源
と
為
す
、
境
の
軽
重
・
心
の
浅
深
に
は
依
ら
ず

と
の
記
述
か
ら
も
、
慈
悲

や
孝
順
を
守
ら
な
い
こ
と
が
悪
の
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

さ
て
、
孝
順
慈
悲
を
強
調
す
る
の
は
、
中
国
成
立
の
偽
経
典
で
あ
る

梵
網
経

が
有
名
で
あ
る
。
た
と
え
ば
十
重
戒
の
一
々
の
条
に

は

菩
薩
応
起
常
住
慈
悲
心
孝
順
心

（
大
正24,

1004b
18

19

）
或
い
は

菩
薩
応
生
仏
性
孝
順
慈
悲
心

（
大
正24,

1004b
23

24

）
と
あ

り
、
孝
順
・
慈
悲
心
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
定
泉
の
主
張
は
、

梵
網
経

を
念
頭
に
置
い
て
成
立
し
た
も
の
に
相

違
な
い
。
つ
ま
り

孝
順
慈
悲
に
依
ら
な
い

慈
悲
を
本
と
す
る

と
い
う
言
及
か
ら
、
結
果
と
し
て
孝
順
慈
悲
で
な
い
こ
と
が

悪

で
あ
る
こ
と
と
同
値
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
悪
を
悪
た
ら
し
め
て
い
る
基
準
が

孝
順
慈
悲

に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
示

し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

孝
順
は
人
間
関
係
の
内
、
親
子
関
係
を
示
す
重
要
な
儒
教
の
徳
目
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
内
に
お
け
る
倫

理
基
準
が
、
そ
の
ま
ま
悪
の
基
準
と
し
て
当
て
嵌
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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さ
ら
に
は
、
人
間
の
行
為
が
人
間
世
界
に
影
響
を
与
え
る
の
み
に
留
ま
ら
な
い
と
の
認
識
も
叡
尊
門
侶
集
団
の
中
に
は
見
ら
れ
る
。
興

味
深
い
記
述
が
あ
る
の
で
、
最
後
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

御
教
誡
聴
聞
集

持
斎
祈
雨
事
の
記
事
で
あ
る
。

於
四
王
堂
在
家
ノ
衆
二
百
七
十
余
人
、
三
日
三
夜
受
斎
戒
観
音
ノ
宝
号
申
テ
祈
雨
之
時
、
御
説
法
ニ
云
、

凡
旱
魃
ノ
事
ハ
聖
教
ニ

申
シ
タ
ル
ハ
、
天
人
ノ
修
羅
ト
中
悪
ク
シ
テ
常
ニ
戦
フ
。
修
羅
ハ
天
ノ
威
ヲ
損
ゼ
ン
ト
タ
ク
ム
。
人
間
ニ
造
悪
墜
悪
道
、
修
善
生
天

上
。
故
ニ
人
ニ
悪
ヲ
造
セ
テ
不
令
生
天
計
。
旱
程
人
ノ
造
悪
事
ナ
キ
故
ニ
、
修
羅
悪
龍
ト
共
ニ
不
下
雨
。
善
竜
ト
天
ト
ハ
人
間
ニ
甘

雨
ヲ
下
テ
欲
令
人
至
天
。
爰
以
各
持
戒
唱
宝
号
給
バ
、
善
竜
ト
天
人
ト
得
力
、
自
可
下
雨
。
僧
ハ
皆
捨
恩
愛
出
家
学
道
ス
。
自
本
為

衆
生
廻
種
々
ノ
方
便
祈
之
給
フ
。
各
ハ
三
日
三
夜
之
間
止
悪
清
浄
ニ
シ
テ
行
之
給
ヘ
リ
。
尤
難
有
事
也
。
諸
天
善
竜
、
何
ゾ
無
随
喜

納
受
哉
。（
中
略
）
然
而
此
旱
ハ
非
僧
ノ
過
、
国
土
ニ
造
悪
故
ニ
衆
生
ノ
業
報
也
。
如
此
持
戒
修
善
給
ハ
バ
、
只
非
今
生
ノ
快
楽
、

必
可
成
浄
土
業
因
。
（

鎌
倉
旧
仏
教

一
九
七
頁
一

九
）。

こ
こ
に
は
、
人
間
の
な
す
行
為
の
善
悪
が
天
の
世
界
に
生
ま
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
、
天
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
人
が
少
な
く
な

る
と
天
の
力
が
弱
ま
る
、
そ
し
て
天
の
力
の
減
衰
に
応
じ
て
人
間
世
界
に
旱
魃
が
生
じ
る
と
の
認
識
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
善
悪
は
、

人
間
界
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
中
で
の
み
完
結
す
る
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
現
象
、
具
体
的
に
は
降
雨
現
象
に
通
じ
る
も

の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、

察
し
て
き
た
範
囲
か
ら
推
定
さ
れ
た
こ
と
を
も
う
一
度
整
理
し
て
述
べ
て
結
論
と
し
よ
う
。

善
悪
を

え
る
場
合
、
一
般
に
は
そ
の
両
者
を
区
分
す
る
明
確
な
基
準
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
準
は
、
叡
尊
門
侶
集
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団
の
内
部
で
は
、
実
は
二
重
に
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
つ
は
、

世
善

と

出
世
善

と
の
言
及
が
見
え
た
こ
と
か
ら
推
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
仏
教
的
哲
理
に
合
致
す
る
か
否
か
が
基
準
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
仏
教
教
理
の
無
相
を
理
解
し
、
空

を
体
得
し
て
い
る
と
き
に
は
諸
戒
が
出
世
善
と
な
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら

え
て
、

世
善

出
世
善

の
相
違
は
、

仏
教
の
教
理
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
成
立
し
た
、
イ
ン
ド
的
な
基
準
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
天
の
果
報
を
も
た
ら
す
も

の
が

世
善

、
仏
法
に
叶
い
、
空
・
無
相
を
理
解
し
、
正
覚
に
至
る
善
が
即
ち

出
世
善

で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

仏
教
的
な
善
の
基
準
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
基
準
は
、
定
泉
の

孝
順
慈
悲
に
依
ら
な
い

こ
と
が
悪
と
判
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
成
立
す
る
基
準
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
中
国
で
成
立
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

梵
網
経

の
影
響
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
。
こ
の
基
準
は
、
紛
れ
も
な
く
東
ア
ジ

ア
の
地
域
的
・
文
化
的
価
値
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
叡
尊
の
門
侶
集
団
の
中
に

は
、
二
重
の
善
悪
の
基
準
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注１

上
田
霊
城

戒
律
の
宗
派
化

（

密
教
研
究

、
後
に
森
章
司
編

戒
律
の
世
界

北
辰
堂
、
に
再
録
）

２

拙
著

中
世
初
期
南
都
戒
律
復
興
の
研
究

（
法
蔵
館
、
一
九
九
九
年
）。
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